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第 1章 目的 

 駐車場法（昭和三十二年五月十六日法律第百六号）及び高齢者，障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律（平成十八年六月二十一日法律第九十一号）（以下，「バリアフリ

ー法」という）の規定に基づく，届出駐車場の届出等に関する事務を円滑かつ適正に処理

するための必要事項を定めるものです。 

それぞれの法律の規定により一定要件に該当する路外駐車場を設置しようとする者は，

県知事に届け出なければなりません。指定都市（広島市），中核市（福山市），特例市（呉

市）にあってはそれぞれの長へ届け出ることとなっています。平成２４年４月１日からは，

駐車場法及びバリアフリー法の改正により，広島県内の全ての市にあってはそれぞれの長

へ届け出ることとなります。 

広島県では「広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例」を定め，届出の受理等

の窓口事務を平成３年４月１日から全ての市町へ移譲しています。 
 また，バリアフリー法についても，平成２０年１０月１日から窓口事務を移譲していま

す。 

 

 この手引きは窓口事務の参考とするため県が定めるものですが，市町が独自に手引きな

どを作成して運用を行うことを妨げるものではありませんので，詳細はそれぞれの市町の

窓口へお問合せください。 
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第 2章 届出の対象となる駐車場の分類 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ａ：駐車場法に基づく届出  Ｂ：バリアフリー法に基づく届出 

 
 
※1 一般の公共の用に供するとは、 
 不特定多数の人が自由に利用できる駐車場が対象となります。一般的な時間貸し駐車場

だけではなく、商業施設や病院等の駐車場についても対象になる場合があります。ただし、

月極駐車場など、駐車場の一定区画を特定者に対し専用的に利用させる場合は対象となり

ません。 
 
※2 自動車とは、 
 道路交通法第２条第１項第９号に規定する自動車が対象です。駐車場法の改正（平成 18

自動車※2の駐車の用に供する部分※3の面積が 500m2以上か？ 

利用について駐車料金を徴収するか？ 

都市計画区域内か？ 

次の要件に該当するか？ 
①道路の付属物 
②公園施設 
③建築物又は建築物の付属施設 

次の要件に該当するか？ 
①道路の付属物 
②公園施設 
③建築物又は建築物の付属施設 

Ａ Ａ＋Ｂ Ｂ 届出必要なし 

ＹＥＳ 

ＹＥＳ 

ＹＥＳ 

ＹＥＳ ＮＯ 

ＮＯ 

ＮＯ 

ＮＯ 

ＮＯ 

ＹＥＳ 

一般公共の用に供する※1路外駐車場か？ 

ＹＥＳ 

ＮＯ 
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年 11月 30日施行）により自動二輪車も対象となっています。 
  
※3 駐車の用に供する部分とは， 
 自動車を駐車し，格納する部分の面積の合計が対象となります。 
 路外駐車場のうち管理事務所，換気施設その他の附帯施設の用に供する部分の面積，自

動車の出入に必要な部分の面積及び附帯施設の用に供する部分の面積等は控除します。 
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第 3章 手続きフロー 

（１）Ａの場合：第 2章参照 

 市町の手続き   

駐車場設置者の手続き 駐車場法 バリアフリー法 建築確認事務等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
凡例 ◇駐 ：駐車場法，○バ：バリアフリー法，□建：建築基準法 
     ：法定の手続き，  ：当手引きの手続き，  ：設置者の手続き等 

事前相談 行政指導 

行政指導 

設置の届出◇駐 §12

確認申請□建§6 

中間検査□建§7の 3

工事着手 

（完了検査前） 

供用開始後 10日以内 
管理規程届出◇駐 §13 受理押印・写しの送付

供用開始 

完了検査申請□建§7 検査済証交付□建§7

命令に応じて改善

管理運営 

命令に応じて改善

必要限度内及び違反ある場合 
立入検査◇駐 §18 
是正命令◇駐 §19 

必要限度内及び違反ある場合 
立入検査◇駐 §18 
是正命令◇駐 §19 

確認済証交付□建§6

受理押印・写しの送付

管理規程変更後 10日以内 
変更届出◇駐 §13 受理押印・写しの送付
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（２）Ａ＋Ｂの場合：第 2章参照 

 市町の手続き  

駐車場設置者の手続き 駐車場法 バリアフリー法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 凡例 ◇駐 ：駐車場法，○バ：バリアフリー法，□建：建築基準法 
     ：法定の手続き，  ：当手引きの手続き，  ：設置者の手続き等 

事前相談 行政指導 
行政指導 

設置の届出◇駐 §12
設置の届出○バ§12

工事着手 

（供用前） 

供用開始後 10日以内 
管理規程届出◇駐 §13 受理押印・写しの送付

供用開始 

命令に応じて改善

管理運営 

命令に応じて改善

必要限度内及び違反ある場合 
立入検査◇駐 §18 
是正命令◇駐 §19 

必要限度内及び違反ある場合 
立入検査◇駐 §18 
是正命令◇駐 §19 

受理押印・写しの送付 

必要限度内及び違反ある場合

立入検査○バ§53 
是正命令○バ§12 

必要限度内及び違反ある場合 
立入検査○バ§53
是正命令○バ§12 

受理押印・写しの送付

管理規程変更後 10日以内 
変更届出◇駐 §13 受理押印・写しの送付
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（３）Ｂの場合：第 2章参照 

 市町の手続き  

駐車場設置者の手続き 駐車場法 バリアフリー法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
凡例 ◇駐 ：駐車場法，○バ：バリアフリー法，□建：建築基準法 
     ：法定の手続き，  ：当手引きの手続き，  ：設置者の手続き等 

事前相談 
行政指導 

設置の届出○バ§12

工事着手 

（供用前） 

供用開始 

命令に応じて改善

管理運営 

命令に応じて改善

受理押印・写しの送付 

必要限度内及び違反ある場合

立入検査○バ§53 
是正命令○バ§12 

必要限度内及び違反ある場合 
立入検査○バ§53
是正命令○バ§12 
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（４）届出に必要な書類一覧表 

届出事項 
分類 

第 2章参照 
時期 提出書面，図面等    罫線枠で囲んだ書面は所定の様式有（様式の符号はこの手引き内を参照） 参照箇所 

設置(変更）の届出 

A 

路外駐車場の設置前又は届け出てあ

る事項を変更しようとするとき 

路外駐車場設置（変更）届出書 様式１ 

 ①位置図（縮尺 1/10,000 以上の地形図） 

 ②平面図（縮尺 1/200 以上） 

 ③各階平面図並びに２面以上の立面図及び断面図（縮尺 1/200 以上） 

 図面②，③には駐車場法及び各省令で規定された事項，技術的基準を満足していることが確

認できるように明示してください 

駐車場法第 12 条 

同法施行令第 7～15 条 

同法施行規則第 2条 

  

A ＋ B 

路外駐車場（特定路外駐車場）の設

置前又は届け出てある事項を変更し

ようとするとき 

路外駐車場設置（変更）届出書  様式１ 

 ①位置図（縮尺 1/10,000 以上の地形図） 

 ②平面図（縮尺 1/200 以上） 

 図面②には駐車場法及び各省令で規定された事項，技術的基準を満足していることが確認で

きるように明示してください。 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第１２条第１項ただし書に基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面 様式２ 

 ③平面図（縮尺 1/200 以上） 

 図面③にはバリアフリー法及び各省令で規定された事項，技術的基準を満足していることが

確認できるように明示してください 

駐車場法第 12 条 

同法施行令第 7～15 条 

同法施行規則第 2条 

 

 

バリアフリー法第 12 条 

同法施行規則第 7条 

路外駐車場移動等円滑化基準※ 

  

B 

特定路外駐車場の設置前又は届け出

てある事項を変更しようとするとき 

特定路外駐車場設置（変更）届出書  様式３ 

 ①位置図（縮尺 1/10,000 以上の地形図） 

 ②平面図（縮尺 1/200 以上） 

 図面②にはバリアフリー法及び各省令で規定された事項，技術的基準を満足していることが

確認できるように明示してください 

バリアフリー法第 12 条 

同法施行規則第 7条 

路外駐車場移動等円滑化基準※ 

 管理規定（変更）の届出 

  

路外駐車場の供用開始後又は届け出

てある事項を変更したときから10日

以内 

路外駐車場管理規定の（変更）届出書 様式４ 

①管理規定  

駐車場法第 13 条 

同法施行令第 16 条 

同法施行規則第 3，4条 

 休止（再開）の届出 

  

路外駐車場の全部又は一部の供用を

休止したとき又は再開したときから

10 日以内 

路外駐車場休止（再開）届出書 様式５ 駐車場法第 14 条 

 廃止の届出 

  

路外駐車場の全部又は一部の供用を

廃止したとき又は再開したときから

10 日以内 

路外駐車場廃止（再開）届出書 様式６ 駐車場法第 14 条 

 ※：移動円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令 
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第 4章 様式集 

様式１ 路外駐車場設置（変更）届出書 ・・・・・・・・・・・・ 9 

様式 2 
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第１２

条第１項ただし書に基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添
付する書面 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 
 
11 

様式 3 特定路外駐車場設置（変更）届出書 ・・・・・・・・・・ 12 

様式 4 路外駐車場管理規程（変更）届出書 ・・・・・・・・・・ 14 

様式 5 路外駐車場休止（再開）届出書 ・・・・・・・・・・・・・ 15 

様式 6 路外駐車場廃止届出書 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 16 

様式 7 駐車場法の規定による技術的基準審査表（例） ・・・・・・ 17 

様式 8 バリアフリー法の規定による技術的基準審査表（例） ・・・ 18 

参考 駐車場管理規程例及び国土交通省の技術的助言 ・・・・・・ 19 
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様式１ 路外駐車場設置（変更）届出書 

 

 

 

別記様式（第2条関係）
（用紙Ａ4）

様

　駐車場法第12条の規定により、次のように届け出ます。
1
2
イ　駐車場の区域の面積 ㎡
ロ　駐車場の用に供する
　　部分の面積 ㎡
　　（A＋B＋C＋D)

3 a　建築物である部分 駐車の用に供する 一般公共の用に 四輪車（注） ㎡
部分の面積（A） 供する部分 専用 （駐車台数 台）

特定自動二輪 ㎡
車専用 （駐車台数 台）

㎡
四輪車

規 駐車台数 台　
特定自動二輪車
駐車台数 台　

小計 ㎡
それ以外の部分 ㎡

台）
特定自動二輪 ㎡
車専用 （駐車台数 台）

㎡
四輪車
駐車台数 台　

特定自動二輪車
駐車台数 台　

小計 ㎡
模 車路等の面積（B） ㎡

b　建築物でない部分 駐車の用に供する 一般公共の用に 四輪車専用 ㎡
部分の面積（C） 供する部分 （駐車台数 台）

特定自動二輪 ㎡
車専用 （駐車台数 台）

㎡
四輪車
駐車台数 台　

特定自動二輪車
駐車台数 台　

小計 ㎡
それ以外の部分 ㎡

（駐車台数 台）
特定自動二輪 ㎡
車専用 （駐車台数 台）

㎡
四輪車
駐車台数 台　

特定自動二輪車
駐車台数 台　

小計 ㎡
車路等の面積（D） ㎡

四輪車及び特
定自動二輪車
併用

四輪車専用

四輪車専用

路外駐車場設置（変更）届出書

駐車場管理者の氏名又は名称，住所及び電話番号

駐　車　場　の　位　置　
駐　車　場　の　名　称　

平成　　年　　月　　日

四輪車及び特
定自動二輪車
併用

四輪車及び特
定自動二輪車
併用

四輪車及び特
定自動二輪車
併用
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一般公共の用に ㎡
（A＋C） 供する部分 （駐車台数 台）

特定自動二輪 ㎡
3 車専用 （駐車台数 台）

㎡
四輪車

規 駐車台数 台　
特定自動二輪車
駐車台数 台　

小計 ㎡
それ以外の部分 ㎡

模 （駐車台数 台）
特定自動二輪 ㎡
車専用 （駐車台数 台）

㎡
四輪車
駐車台数 台　

特定自動二輪車
駐車台数 台　

小計 ㎡

6

7 人

8

（注）
道路交通法（昭和35年法律第105号）第2条第1項第9号の自動車のうち、特定自動二輪車以外のもの。

四輪車専用

認 定 の 番 号

四輪車専用

四輪車及び特
定自動二輪車
併用

四輪車及び特
定自動二輪車
併用

備　考
　一　路外駐車場変更届書にあっては、変更しようとする事項を朱記すること。
  二　３のロ欄の「駐車場の用に供する部分の面積」欄においては、駐車の用に供する部分、車路、料金徴収施設、
     操車場所、乗降場その他の駐車場のため必要な施設の総面積について記載すること。
  三　３のロのａ欄及びｂ欄の「駐車の用に供する部分の面積」欄の「それ以外の部分」欄においては、月ぎめ契約
     等により特定の顧客の駐車の用に供する部分等一般公共の用に供する部分以外の部分の面積を記載すること。
  四　３のロのａ欄及びｂ欄の「車路等の面積」欄においては、駐車場の用に供する部分のうち、駐車の用に供する
　　 部分を除いた部分の面積を記載すること。
  五　４のイ欄においては、建築物の階数、建築面積、構造上の種別（木造、耐火構造等の別）及び避難階段の数を
     記載すること。なお、大建築物の一部にある路外駐車場にあっては、その旨を記載すること。
  六　４のロ欄においては、車路及び駐車の用に供する部分のみについて記載すること。
  七　５のイのａ欄においては、特殊の装置を用いるか否かに応じて、「有」又は「無」のいずれかを記載するこ
     と。
  八　５のイのｂ欄の「認定の番号」欄においては、用いる特殊の装置に係る駐車場法施行令第15条の規定による建
     設大臣の認定の番号を記載すること。
  九　５のイのｂ欄の「特殊の装置の名称等」欄においては、用いる特殊の装置の名称（商品名）、製造者名を記載
     すること。
  十　５のロ欄においては、特殊の装置以外の換気装置、照明装置、警報装置その他の設備の概要を記載すること。
  十一　６欄においては、路外駐車場の業務に附帯して行う業務のための施設の概要を記載すること。

附帯業務のための施設

従 業 員 概 数

b　特殊の装置に係る
　駐車場法施行令第
　15条の規定による
　認定の概要

イ
特
殊
の
装
置

ロ そ れ 以 外 の 設 備

　　年　　月　　日

イ 建築物である部分4
構
造

駐車の用に供する部分の面積の合計

供用開始（予定）日

特殊の装置の名称等

a 特殊の装置の有無
5
　
設
　
　
備

ロ 建築物でない部分
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様式２ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第１２条第１項ただし書

に基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面 

 
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第１２条第１項ただし書に基づく、

路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面 
 

 
 
備考 
一 路外駐車場変更届出書に添付する書面にあっては、変更しようとする事項を朱書するこ
と。 
二 ｢特殊の装置｣イ欄においては、特殊の装置を用いるか否かに応じて、｢有｣又は｢無｣のい
ずれかを記載すること。 

三 ｢特殊の装置｣ロ欄の｢認定番号｣欄においては、用いる特殊の装置に係る移動等円滑化の
ために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令(平成 18 年国土交
通省令第 112号)第 4条の規定による認定の番号を記載すること。 

四 ｢特殊の装置｣ロの｢特殊の装置の名称等｣欄においては、用いる特殊の装置の名称(商品名)、
製造者名を記載すること。 

 

路外駐車場車いす使用者用駐車施設                      台 

路外駐車場移動等円滑化経路の傾斜路の勾
こう

配の最大値      分の１（     ％） 

イ 特殊の装置

の有無 
      

ａ 認定の

番号 
      

必移

要動

な等

構円

造滑

及化

びの

設た

備め 
に 

特

殊

の

装

置 

ロ 特殊の装置に係る 
移動等円滑化のために 
必要な特定路外駐車場 
の構造及び設備に関す 
る基準を定める省令 
(平成 18年国土交通省 
令第 112号)第 4条の 
規定による認定の概要 

ｂ 特殊の

装置の名

称等 
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様式 3 特定路外駐車場設置（変更）届出書 

 
特 定 路 外 駐 車 場 設 置 （ 変 更 ） 届 出 書 

 
備考 
一 特定路外駐車場変更届出書にあっては、変更しようとする事項を朱書すること。 
二 ３のロのａ欄の「それ以外の部分」欄においては、月ぎめ契約等により特定の顧客の駐車の用に供する
部分等一般公共の用に供する部分以外の部分の面積を記載すること。 

平成     年     月     日
      様 

 
              特定路外駐車場管理者の氏名又は名称，住所及び電話番号 

氏名又は名称       
住所           
電話番号        （     ）      

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第１２条第１項本文の規定により、次

のように届け出ます。 
１ 駐 車 場 の 名 称       

２ 駐 車 場 の 位 置       

イ 駐車場の区域の面積      平方メートル 

一般公共の用に
供する部分 

     平方メートル 
（駐車台数       台） 

ａ 駐車の
用に供す
る部分の
面積 

それ以外の部分 
     平方メートル 

（駐車台数       台） 

３ 
 
規 
 
模 

ロ 駐車場の用に供する

部分の面積 

ｂ 車路等
の面積 

     平方メートル 
 

路外駐車場車いす使用者用駐車施設                       台 

路外駐車場移動等円滑化経路の傾斜路の勾
こう

配の最大値         分の１（      ％）

イ 特殊の装置の有無       
ａ認定の番号       

移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に 

４ 

必
要
な
構
造
及
び
設
備 

特

殊

の

装

置 

ロ 特殊の装置に係る移動等円滑化のために
必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する
基準を定める省令(平成 18年国土交通省令第 112
号)第 4条の規定による認定の概要 

ｂ特殊の装置
の名称等       

５ 従 業 員 概 数                人 

６ 供用開始（予定）日 平成      年      月      日 

㊞ 
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三 ３のロのｂ欄においては、駐車場の用に供する部分のうち、駐車の用に供する部分を除いた部分の面積
を記載すること。 

四 ４のイ欄においては、特殊の装置を用いるか否かに応じて、｢有｣又は｢無｣のいずれかを記載すること。 
五 ４のロのａ欄においては、用いる特殊の装置に係る移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造
及び設備に関する基準を定める省令(平成 18年国土交通省令第 112号)第 4条の規定による認定の番号を
記載すること。 

六 ４のロのｂ欄においては、用いる特殊の装置の名称(商品名)、製造者名を記載すること。 
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様式 4 路外駐車場管理規程（変更）届出書 
 

平成     年     月     日 
 
 
        様 

〔駐車場管理者の氏名又は名称，住所及び電話番号〕 
 

氏名又は名称       
住所           
電話番号        （     ）      

 
 
 

路外駐車場管理規定（変更）届出書 
 
 
 
駐車場法第 13条第 1項（第 4項）の規定により，次のとおり届け出ます。 

 

１ 駐車場の名称       

２ 路外駐車場の位置       

３ 供用開始（予定）日 
※変更の場合は変更（予定）日

平成     年     月     日 

４ 変更内容       

注意：変更内容の欄は、変更前と変更後を比較して記述してください。 
 

㊞ 
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様式 5 路外駐車場休止（再開）届出書 

 
平成     年     月     日 

 
 
        様 

〔駐車場管理者の氏名又は名称，住所及び電話番号〕 
 

氏名又は名称       
住所           
電話番号        （     ）      

 
 
 

路外駐車場休止（再開）届出書 
 
 
 
駐車場法第 14条の規定により，次のとおり届け出ます。 

 

１ 駐車場の名称       

２ 路外駐車場の位置       

 自  平成     年     月     日 
 至  平成     年     月     日 ３ 休止（予定）期間 

（再開の場合，下段に記入）
 自  平成     年     月     日 

４ 休止（再開）台数  全部 ・ 一部（        台） 

 
備考：一部休止（再開）の場合は、休止（再開）部分の区域を明示した図面を添付してく

ださい。 
 
 

㊞ 
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様式 6 路外駐車場廃止届出書 
 

平成     年     月     日 
 
 
        様 

〔駐車場管理者の氏名又は名称，住所及び電話番号〕 
 

氏名又は名称       
住所           
電話番号        （     ）      

 
 
 

路 外 駐 車 場 廃 止 届 出 書 
 
 
 
駐車場法第 14条の規定により，次のとおり届け出ます。 

 

１ 駐車場の名称       

２ 路外駐車場の位置       

３ 廃止日   平成     年     月     日 

４ 廃止台数   全部 ・ 一部（        台） 

 
備考：一部廃止の場合は、廃止部分の区域を明示した図面を添付してください。 
 
 

㊞ 
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様式 7 駐車場法の規定による技術的基準審査表（例） 

 

 

 

 

 

引用：広島市ホームページ 
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様式 8 バリアフリー法の規定による技術的基準審査表（例） 

 

 

 

引用：広島市ホームページ 
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参考 駐車場管理規程例及び国土交通省の技術的助言 
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第 5章 広島県が市町へ移譲している事務の内容 

広島県では「広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例」を定め，駐車場法の届

出の受理等の窓口事務を平成３年４月１日から全ての市町へ移譲しています。 
 また，バリアフリー法についても，平成２０年１０月１日から窓口事務を移譲していま

す。 

 

【移譲事務一覧表】 
根拠法令：広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例（平成十一年十二月二十一日 条例第三十四号） 
駐車場法 第十二条 路外駐車場の設置の届出及び届出事項の変

更の届出の受付 
 第十三条第一項 

〃  第四項 
路外駐車場の管理規程の届出の受付 
〃 の変更の届出の受付 

 第十四条 路外駐車場の供用の休止又は廃止の届出及

び休止している路外駐車場の供用再開の届

出の受付 
 第十八条第一項 路外駐車場管理者に対する報告若しくは資

料の提出の要求 
又は路外駐車場の施設若しくは業務に関係

ある場所への立入検査 
 法第十九条 路外駐車場管理者に対する是正命令及び供

用停止命令 
バリアフリー法 第十二条第一項 

〃  第二項 
特定路外駐車場の設置の届出の受付 
〃   の届出事項の変更の届出の受付 

 第十二条第三項 
 

路外駐車場管理者等に対する是正命令 

 第五十三条第二項 路外駐車場管理者等に対する報告の徴収 
又は特定路外駐車場の施設若しくは業務に

関係のある場所への立入検査若しくは質問 
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第 6章 市町窓口部署一覧 

平成２３年１２月現在 

市町名 所在地 担当課 電話 

大竹市 大竹市小方一丁目 11－1 都市計画課 0827-59-2167 

廿日市市 廿日市市下平良一丁目 11－1 都市計画課 0829-30-9190 

府中町 安芸郡府中町大通三丁目 5－1 都市計画課 082-286-3181 

海田町 安芸郡海田町上市 14－18 都市整備課 082-823-9634 

熊野町 安芸郡熊野町中溝一丁目 1番 1号 都市整備課 082-820-5608 

坂町 安芸郡坂町平成ヶ浜一丁目 1番 1号 都市計画課 082-820-1513 

呉市 呉市中央四丁目 1－6 都市計画課 0823-25-3367 

三原市 三原市円一町二丁目 3－4 都市政策課 0848-67-6113 

尾道市 尾道市久保一丁目 15－1 まちづくり推進課 0848-25-7222 

福山市 福山市東桜町 3－5 都市計画課 084-928-1092 

府中市 府中市府川町３１５ まちづくり課 0847-43-7159 

東広島市 東広島市西条栄町 8－29 建築指導課 082-420-0956 

竹原市 竹原市中央五丁目 1－35 都市整備課 0846-22-7749 

三次市 三次市十日市中二丁目 8-1 都市整備課 0824-62-6160 

庄原市 庄原市中本町一丁目 10-1 都市整備課 0824-73-1173 

江田島市 江田島市能美町中町 4859 番地 9 都市整備課 0823-40-2773 

北広島町 山県郡北広島町有田 1234 建設課 050-5812-1860 

安芸高田市 安芸高田市吉田町吉田 791 管理課 0826-47-1201 

世羅町 世羅郡世羅町大字西上原 123－1 企画課 0847-22-3206 

安芸太田町 山県郡安芸太田町大字戸河内 784 番地 1 建設課 0826-28-1962 

神石高原町 神石郡神石高原町小畠 2025 総務課 0847-89-3330 

大崎上島町 豊田郡大崎上島町東野 6625－1 建設課 0846-65-3124 
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第 7章 参考 

（１）用語解説 

路外駐車場とは 
 「道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供され

るものをいう。」：駐車場法第二条第二号 

【備考】＜路外駐車場＞ 引用：「駐車場法解説 改訂版」平成 17年 6月 10日発行 
 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供される

ものをいう。路外駐車場のうち，自動車の駐車の用に供する部分の面積が 500 ㎡以上であ
るものの構造及び設備は，建築基準法その他法令の規定によるほか，駐車場法施行令で定

める技術基準によらなければならないとされている。 

    

 
届出駐車場とは 

「都市計画法第四条第二項の都市計画区域内において、前条の路外駐車場でその利用につ

いて駐車料金を徴収するものを設置する者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところ

により、路外駐車場の位置、規模、構造、設備その他必要な事項を都道府県知事（中略）

に届け出なければならない。」：駐車場法第十二条 

【備考①】＜届出駐車場＞ 引用：「駐車場法解説 改訂版」平成 17年 6月 10日発行 

 都市計画区域内において，自動車の駐車の用に供する部分が 500 ㎡以上の路外駐車場を
設置し，その利用について料金を徴収しようとする者は，あらかじめその駐車場の位置，

規模，構造，設備その他必要な事項を都道府県知事等に届出なければならない。 
 
【備考②】＜設置の届出の必要な路外駐車場について＞ 
 引用：「駐車場法に基づく諸施策の円滑な実施について」平成 10年 2月 12日建設省都街発第 5号 
 百貨店等店舗及び病院の有料駐車場に係る設置の届出の取り扱いについては、自治体に

より異なることが多いが、今後は、以下の観点で、その利用形態により設置の届出の必要

性について判断されたい。 
① 当該駐車場が、「一般公共の用に供する」と判断される場合。「一般公共の用に供する」

とは不特定多数の者の直接の利用に供することである。従って、百貨店等店舗及び病院の

駐車場であっても、厳密に、当該建物の利用者のみの利用に限定される場合（専用の駐車
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場と解する。）以外は、「一般公共の用に供する」と解する。 
② 厳密に、専用駐車場と判断される場合とは、駐車場に専用駐車場であると明示されて

いるだけでなく、例えば、駐車場の入口で管理人等が一般の利用を排除している場合等が

該当する。 
③ 従って、利用客に優待券を配る等優遇措置を講じている場合であっても、厳密に一般

の利用を排除していない場合は、設置の届出を必要とする。 
 

特定路外駐車場とは 

「駐車場法第二条第二号 に規定する路外駐車場（道路法第二条第二項第六号 に規定する
自動車駐車場、都市公園法 （昭和三十一年法律第七十九号）第二条第二項 に規定する公
園施設、建築物又は建築物特定施設であるものを除く。）であって、自動車の駐車の用に供

する部分の面積が五百平方メートル以上であるものであり、かつ、その利用について駐車

料金を徴収するものをいう。」：バリアフリー法第二条第十一号 

【備考】＜バリアフリー法の基準適合義務等＞ 
引用：「Q&Aバリアフリー新法 高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の解説」平成 19年 7月 5日再版発行 
 路外駐車場不特定かつ多数の者が利用する施設であり、高齢者、障害者等が円滑に利用

できることが求められることから、以下のすべての要件に当てはまる路外駐車場を特定路

外駐車場として、その設置について、バリアフリー化の基準適合義務及び基準適合維持義

務を課すとともに、既存のものについても、基準適合の努力義務を課すこととするもので

す。 
 ①駐車場法第 2条第 2号に規定する路外駐車場 
 ②自動車の駐車の用に供する部分の面積が 500㎡以上であるもの 
 ③その利用について駐車料金を徴収するもの 
※他の施設として移動等円滑化基準適合義務の対象となる道路の付属物である自動車駐車

場、公園施設、建築物及び建築特定施設であるものを除く。 
 
 
（２）関係法令，技術基準一覧 
①駐車場法関連 
 駐車場法 
同法施行令 
同法施行規則 

②高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律関連 
 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 
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同法施行令 
同法施行規則 
移動円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令 
③都市計画法関連 
 都市計画法 
都市公園法 
④建築基準法関連 
 建築基準法 
同法施行令 
⑤道路法，道路交通法関連 
 道路法 
道路交通法 
同法施行規則 

 
（３）国土交通省の技術的助言一覧 
① 駐車場法の一部改正等について（平成 18年 11月 30日） 
② 「駐車場管理規程例」の策定について（平成 17年 1月 26日） 
③ 都市の交通実態に即した路外駐車場の整備を推進するための措置（駐車場出入口規定

の弾力化及び駐車場附置義務の弾力化）について（平成 16年 7月 2日） 
④ 標準駐車場条例の改正について（平成 16年 7月 2日） 
⑤ 駐車場法に基づく諸施策の円滑な実施について（平成 10年 2月 12日） 
⑥ 標準駐車場条例の改正について（平成 6年 1月 20日） 
⑦ 駐車場整備計画の策定について（平成 3年 11月 25日） 
⑧ 駐車場法の一部改正について（平成 3年 11月 1日） 
⑨ 標準駐車場条例の改正について（平成 3年 11月 1日） 
⑩ 標準駐車場条例の改正について（平成 2年 6月 11日） 
⑪ 駐車場法の一部改正について（昭和 60年 12月 25日） 
⑫ 駐車場法の施行について（昭和 33年 1月 29日） 
 
（４）関係行政機関ホームページ一覧 
国土交通省 「バリアフリー・ユニバーサルデザイン施策」 

http://www.mlit.go.jp/barrierfree/barrierfree_.html 
広島市道路交通局道路管理課 「駐車場法に基づく届出義務について」  

http://www.city.hiroshima.jp/icity/browser?ActionCode=genlist&GenreID=1000000001670 
 


